




件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

第五期電子申請サービス提供業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品(蚕西その他

要

選定理由

都内自治体が共同で運用するインターネットを利用した電子申請

サービスを利用し、区民からの申請のうちの一部を電子申請により実

施する。

1.導入年度平成16年度

本業務は、東京都と都内の区市町村と共同で設立した「東京電子

自治体共同運営協議会」で業者選定および構築したものである。

2.受託業者

株式会社オーイーシーが選定され、株式会社トラストバンクが提

供するシステムを利用する。

3.本システムは、当該システムの特許権、著作権その他の排他的権

利を有する現行システム運用者にしか改造、改良、保守>点検等で

きないものである。
1

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

お4

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額 9千之,千肋

契約期間

円(消費税を含む)

株式会社オーイーシー東京本社

東京都中央区日本橋堀留町1・9・8 人形町PREX8F

担当課

令和

根拠規程

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

n年イお 1 日

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

政策経営部デジタル政策課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

名
住
称
所



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

概

地域コミュニティ醸成支援業務

要

特命随意契約理由書

士木

物占

千代田区におけるコミュニティ醸成を推進するための取組みを行う。

特に、町会の「持続可☆断生」を高めるさらなる取組みを強化するために、

町会の実態調査を行うと共に、町会未加入者等への意識調査も行う。

また、地域の活動団体の自主的活動の支援をすることで、地域コミュニテ

イ活動の活性化を図っていく。

・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

その他

選定理由 1 プロポーザル年度

令和 3年度(令和4年度開始)

(令和4年3月24日付決裁 3千地コ総発第2Ⅱ号)

令和7年3月18日開催の業者選定委員会で令和8年3月31日までの契約が

承認された(6千地コ総発第 495 号)

該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第6号

ホ1*続年数 4年目

ヨ判西良好

業務成磧は良好なため、引き続き令和7年度においても下記事業者を契約の

相手方に指定する。

契約の相手方

800

※契約年月日

※契約金額

契約期間

担当課

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項目

に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和

株式会社エンパブリック

東京都文京区弥生二丁目12番3号

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

▽年4月/

地域振興部コミュニティ総務課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

/ g0ヲ・a5'ひ0

日

円(消費税を含む)

三
口

事
品

工
物

2
 
3
 
4

称
所

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

保育施設運営費関連業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品(蚕璽)その他

要

選定理由

内部事務の効率化を図り、迅速で正確な事務手続を提供し、もって

保育サービスの向上を図るため、保育施設運営費関連業務を委託す

る。

1.プロポーザノレ年度令和4年度

(令和4年9月5日付4千子子支発0652号令和4年度開始)

2.該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第1号

3.継続年数 4年度

4.評価良好

5.更新【令和6年Ⅱ月13日付6千指業委第9号「指名業者選定

委員会」承認】

業務成績は良好なため、引き続き令和7年度においても下記事業者

を契約の相手方に指定する。

67〒"

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称 TOPPAN株式会社

契約期間

住所

情叛コラ.フグーうヲン事業李部
ソーラヤ1レビラ'¥スセニター

東京都文京区水道1-3-3

担当課

令和

根拠規程

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応してぃるので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

ワ年チ月

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

/、

子ども部子ども支援課

5 る1993,780

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

1 0

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

デジタル地球儀(SPHERE)の利用

概

事

選定理由

士木・建設信剣庸・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・託、その他

要

^

ロロ

デジタル地球儀(SⅧ殴E)の継続的な利用のため、その通信料を支

払う。

契約の相手方

デジタル地球儀(S則駅E)の導入について、 5千子指導発556決

裁の結果、下記事業者に決定した。

デジタル地球儀(SPH肌E)については、販売から保守まで一貫して

下記事業者が行っている。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

※契約年月日

テ2ご

※契約金額

法人名

所在地

契約期間

NP0法人乱P

東京都渋谷区神宮前6-35-3

担当課

根拠規程

年チ月

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

t/

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

ナ g・邑ル0

子ども部指導課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

1

^

7Ⅱ禾令

工
物



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

千代田区総合住民サービスシステム運用保守業務

特命随意契約理由書

概

工事

物品

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・^、その他

区民サービスを問断途絶なく提供するため、区の基幹システムで

ある総合住民サービスシステムを正常かつ良好な状態で常に稼働さ

せ、併せて法律改正等に的確に対応し、業務が滞りなく処理されるこ

とを目的とし運用保守業務を総合住民サービズシステムの構築事業

者に特命随意契約により委託している。

選定理由 本件は、平成21年度にプロポーザルを実施(平成23年10月開

始)し、前回更新から令和6年度で9年が経過した。

国のデジタル改革を踏まえ、国の方針及び計画との整合性を図り

つつ、本区にとり最適な地方公共団体情報システムの標準化に対応

する必要があるため、令和3年度から5年間かけて実施してぃると

ころである。

上記理由により、本業務については、現行システム運用保守事業者

である下記業者を契約の相手方に指定する。

898

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

担当課

ワ年チ月1日令和

株式会社電算

長野県長野市鶴賀七瀬中町276-6

0この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項目に

対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃます。

0 ※印を示した項目にっいては、契約担当課で記入します。

根拠規程

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

政策経営部情報システム課

94-2、,980,1之ワ

地方自治法施行令第i67条の2第1項第2号

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

日曜青年教室館外及び室内プログラム企画・運営業務

特命随意契約理由書

概

工事

物品

選定理由

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・倭^その他

知的障害がある青少年、成人を対象にその適性・能力に合わせ、屋外活

動等を通じて社会的適応力の養成を図る。

本事業は多くの受講生が継続参加している状況の中、生涯学習としてよ

り幅広い分野についてのプログラムを展開していくため、教室の一部を委

託し新たな学習の機会を広げていくこととしている。

下記事業者は障害児に対する児童発達支援事業および放課後等デイサ

ービスの受託事業者であり、障害者に対する理解や個々の特性に応じた対

応に長けている。日曜青年教室のプログラムにも長年に渡って参画してお

り、その中で日曜青年教室受講生の特性や障害の状況にっいて広く理解し

ている。

よって、事業実施にあたり、さまざまな障害を持つ受講生の状況に応じ

たきめ細かい対応が期待できる事業者として下記事業者を契約の相手方

に指定する。

ワ四

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

材、

担当課

所

令和 ▽年4月

一般社団法人 D&A Networks

東京都千代田区二番町3-2

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項目

に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

契約締結日の翌日から令和8年3月31日

地域振興部生涯学習・スポーツ課

85q,500

地方自治法施行令第167条の2第1項第 6 号

日

名
住





件

種

名

工事場所

(工事案件の

み)

類

障害児支援事業業務

特命随意契約理由書

概

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査

物品・1委西、その他

要 特別支援学校等に通う障害児(小学生から高校生)を対象とし、

学校休業日(春・夏・冬季休業期間)に、日中活動の場を提供する

ことを目的に、専門職による余暇活動等を含む通所指導を行うこと

で児童の発達を支援するとともに、あわせて保護者の介護負担の軽

減を図る。また、身体障害児への理学療法士による機能訓練を実施

することで身体機能の維持向上を図る。

選定理由

9ル

1 プロポーザル年度令和3年度

(令和3年Ⅱ月22日付千子児家発579号令和4年度開始)

該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第6

その他工事

2

号

3.継続年数 4年

4.評価良好

[5.更新令和7年1月16日付6千指業委第12号「指名業者選定

委員会」承認]

引き続き令和7年度においても下記事業者を契約の相手方に指定す

る。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

担当課

特定非営利活動法人こどもの発達療育研究所

東京都文京区白山2 -26 -16 -60 1

7年ga/ロ令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公

表項目に対応してぃるので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ

ています。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

子ども部児童・家庭支援センター

3,79今',3S'0

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

事
品

工
物

名
住
称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

西神田コスモス館総合管理業務

特命随意契約理由書

概

工事

物品

<

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1蚕i回、その他

選定理由

西神田コスモス館の総合管理業務

下記業者は、平成15年12月千代田区建物管理委託運用指針(平成

19年12月改定)に基づき、令和6年度当初契約案件どして見積競争

により委託業者として選定された事業者である。令和6年度の業務成

績評定は良好なため、引き続きほぼ同条件で令和7年度に限り契約の

相手方に選定する。

j才0

(

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

称

契約期間

株式会社ミザック千代田支店

東京都千代田区神田三崎町2-15-5所

担当課

ワ年令和

根拠規程

0 この理由書は、、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

qa /

子ども部子ども施設課

// 2 タ、、79, S"Zフd

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

ノ

日

名
住



件

種

名

工事場所

(工事案件の

み)

類

千代田区障害児ケアプラン事業運営支援業務

特命随意契約理由書

概

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・^、 その他

要 障害や発達に課題のある児童(以下「障害児等」という。)が地域で

健やかに成長し、保護者とともに安心して暮らせるよう、児童一人ひ

とりの発達状況に応じたサービスをプランニングする「はばたきプラ

ン」(以下「プラン」という。)を作成し、児童の成長と保護者の子育

て不安の解消を図る。児童の情報は「子育てカルテ」として整理し、関

係機関との情報共有を図り、児童の切れ目のない支援を実現する。ま

た、児童福祉法に規定する障害児支援サービスを利用する児童には、

申請時に必要な「障害児支援利用計画」の作成を行う。

選定理由

q 0Υ

本事業の業務内容は、児童・保護者の状況に深く関与することか

ら、事業者と保護者の信頼関係が必要不可欠である。子ども発達セン

ターの運営事業者である下記業者は、保護者と信頼が築かれており、

プラン作成に必要な児童の情報や相談支援のノウハウも備えている。

また、庁内・庁外の関係機関とのやりとりに関しても相談支援の経験

から良好な関係を構築している。令和6年度の業務成績も良好である

と'とから、下記事業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

担当課

特定非営利活動法人こどもの発達療育研究所

東京都文京区白山2-26-16-601

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

年〒"

子ども部児童・家庭支援センター

BO乙q ,らワ 0 1

地方自治法施行令第167条の2第1項第60

日

円(消費税を含む)

＼

事
品

工
物

7口禾令



件

種

名

工事場所

(工事案件の

み)

類

千代田区立子ども発達センター業務

特命随意契約理由書

概 要

物品・1蚕詔、'その他

障害や発達に課題があり支援が必要な就学前の乳幼児及び小学1

年生の児童とその保護者を対象とし、発達障害児や知的障害児、肢

体不自由児等の早期支援として専門的な療育指導を行い、'児童の能
、

力を最大限に伸ばすとともに保護者への子育て支援をする。

選定理由

測量、地質調査・その他工事

%'

1.プロポーザノレ年度令和3年度

(令和3年Ⅱ月22日付千子児家発579号令和4年度開始)

2.該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第6

号

3.継続年数 4年

4.評価良好
干

5.更新 6千子児家発第1267号「指名業者選定委員会」了承
,゛

業務成績は良好なため、引き続き令和7年度においても下記事業

者を契約の相手方に指定する。

日

i

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

担当課

特定非営利活動法人こどもの発達療育研究所
卓

東京都文京区白山2-26-16 -601

令和 ケ年q月

根拠規程

0 この理由書は、「.公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公
1

表項目に対応してぃるので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ

ています。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

子ども部児童・家庭支援センター

//子,クチタ'、,

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

{

ル

L
/

備設設建.木事
品

工
物

名
住
称
所

と//



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

概

地域コミュニティ活動のデジタル活用支援業務

.

要

特命随意契約理由書

士木・建設

物品

地域コミュニティ活動におけるデジタノレ機器のコミュニケーションツーノレとし

ての活用、あるいは活動団体の情報発信・地域の情報等の情報交流促進、デジタ

ルの利活用によるイベント企画のため、町会、連合町会、商店会、 PTAその他

地縁により組織された団体を対象に以下の支援事業の実施を行う。

(1)訪問支援:講習会の実施や運用上の困りごとの解決支援

(2)企画・運用支援員:コミュニティ活動内でのデジタル活用の企画・運

営の支援

選定理由

・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

その他

1 プロポーザノレ年度

令和3年度(令和4年度開始)

(令和4年3月30日付決裁 3千地コ総発第220号)

該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第6号

継続年数 4年目

評価良好

更新令和7年3月18日付6千指指業委第14号「指名業者選定委員会」

承認

契約の相手方

※契約年月日

90ち、

※契約金額

契約期間

名称

住所

担当課

根拠規程

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項目

に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。
0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

東京都千代田区大手町二丁目3番1号大手町プレイスウエストタワー

令和

qi仔τ600

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

マ年4月

地域振興部コミュニティ総務課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

桃伝動@、1タ.ため,チタ

日

、 ,1 広, 麺円(消費税を含む)

三
口

事
品

工
物

2
3
4
5
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